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⽇本メディカルAI学会公認資格制度規則 Ver.1.2 

令和3年7⽉20⽇改訂 

 

第１章 ⽬的 

 

第 １ 条 ⽇本メディカルAI学会は、我が国における医療AI分野の安全と質の担保および健

全な発展を⽬的として、⽂部科学省後援の公認資格制度を定める。 

 

第２章 公認資格制度の運⽤ 

 

第２条 ⽇本メディカルAI学会は、公認資格制度を適正かつ円滑に運営するため、⽇本メ

ディカルAI学会公認資格委員会（以下公認資格委員会）を設置する。 

 

第３章 公認資格審査、公認資格更新に関する公告 

 

第３条 公認資格審査、公認資格更新に関わる情報は、⽇本メディカルAI学会ホームペー

ジ上（https://www.japan-medical-ai.org/）で公告する。 

 

第４章 公認資格審査の条件 

 

第 ４条 公認資格証を発⾏するためには、公認資格委員会が作成した公認資格試験（CBT

試験：https://cbt-medical-ai.kikagaku.co.jp/）に合格することを必須とする。 

第５条 公認資格証の発⾏は、⽇本メディカルAI学会会員のみに限定する。 

第６条 公認資格証の種類は、細則に定める。 

 

第５章 公認資格の有効期間 
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第 ７条 医療AI分野は進展が早いことを考慮して、有効期間は４年を超えない１２⽉末⽇まで

とする。 

第６章 公認資格更新 

 

第８条 公認資格は失効する前に、資格の更新申請をすることによって更新される。 

第９条 公認資格の資格更新に必要な要件については細則に定める。 

 

第７章 認定の喪失・取り消し 

 

第１０条 公認資格は、次の事由によりその資格を喪失する。 

①  会員の資格を喪失したとき 

②  公認資格の資格を辞退したとき 

③  認定の更新を申請しなかったとき 

第１１条 代表理事は、公認資格取得者としてふさわしくない⾏為のあった者に対し理事会の

議を経て資格を取り消すことができる。 

 

第８章 認定資格更新の延⻑ 

 

第１２条 やむを得ない事情があって公認資格の更新が不可能な場合、公認資格委員会に申請

することによって資格失効⽇を１年間延⻑することができる。 

第１３条 資格更新の延⻑を申請した場合、新たな資格失効⽇までに資格更新申請をしなけ

れば資格を喪失する。 

第１４条 資格更新延⻑後の資格更新に必要な要件は細則に定める。 

 

第９章 公認資格に関する不正への対応 

第１５条 公認資格は、必ず資格取得を希望する本⼈が所定の講座を受講し、CBT試験に合

格した場合に発⾏される。資格取得者の本⼈確認は写真付き公的⾝分証明書（マ
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イナンバーカード、運転免許証、パスポート等）を⽤いて⾏う。 

第１６条 万が⼀資格取得者の不正（試験内容の漏洩、なりすまし受験、偽造⾝分証明書の

利⽤等）が発覚した場合は、資格を失効するとともに、今後の本公認資格への受

験資格を失うこととする。 
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⽇本メディカルAI学会公認資格制度細則 

 

1. 医療AI分野は進展が早いため、時代に即し、またその資格が最も適切に使⽤されていくこ

とを⽬的に、公認資格の種類は適宜変更可能とし、理事会の議を経て正式に運⽤すること

とする。 

 

2. 2021年６⽉の時点で定められている公認資格は下記の通りである。 

① 2021年３⽉以前：メディカルAI専⾨コース修了および機械学習・深層学習コース/メデ

ィカルAI専⾨コース修了 

② 2021年３⽉以降：メディカルAI専⾨コース修了 

今後変更があり次第、細則の改定を⾏うとともに⽇本メディカルAI学会ホームページ上

（https://www.japan-medical-ai.org/）で公告する。 

 

3. 公認資格更新の要件を下記に定める。 

① 指定された有効期限前１年以内に開催された、⽇本メディカルAI学会学術集会にお

いて指定された単位を取得すること（例えば有効期限が2024年12⽉である場合は、

2024年６⽉ごろに開催される学術集会において、指定された単位を取得する必要が

ある）。 

② 公認資格更新の単位取得に関するすべての資料および試験問題は、公認資格委員会・

委員⻑の承認を受けるとともに、理事会の議を経る必要がある。 

③ 公認資格委員会・委員など、公認資格更新の単位取得に関する資料作成に関与した者

の資格更新は、⽇本メディカルAI学会監事（弁護⼠）が公平性から判断して問題が

ないと判断された場合に、更新可とする。ただし公認資格更新に関しては、上記規則

第7章・第11条に当てはまるような公認資格取得者としてふさわしくない⾏為がある

場合を除いて、原則は公認資格更新可を前提とする。 
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4. 資格更新延⻑後の資格更新に必要な要件を下記に定める。 

*資格更新延⻑後1年以内に開催される、⽇本メディカルAI学会学術集会において必要な単

位を取得すること（例えば有効期限が2024年12⽉末⽇であった場合は、2025年12⽉末⽇ま

でに開催される、⽇本メディカルAI学会学術集会において必要な単位を取得する必要があ

る）。 


